
※1 収入基準

「江府町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例施行規則」

第3条 条例第6条の規定による入居資格の取得は、次の各号に掲げるとおりとする。

（1） 入居の申込をした日において所得が158,000円以上487,000円以下のもの（自ら居
住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族が
あるものに限る。）

（2） 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合においては、入居の申込
みをした日において158,000円以上487,000円以下のものであること。

※2 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律

第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
ところによる。

（1） 暴力的不当行為等 別表に掲げる罪のうち国家交安委員会規則で定めるものに
当たる違法な行為をいう。

（2） 暴力団 その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的
に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をい
う。

（3） 指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。

（4） 指定暴力団連合 第4条の規定により指定された暴力団をいう。

（5） 指定暴力団等 指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。

（6） 暴力団員 暴力団の構成員をいう。

（7） 暴力的要求行為 第9条の規定に違反する行為をいう。

（8） 準暴力的要求行為 （1）の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力
団等又はその第9条に規定する系列上位指定暴力団等の威力を示して同条各号
に掲げる行為をすることをいう。


